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大阪府 全域

兵庫県
神戸市・尼崎市・伊丹市・
西宮市・芦屋市・宝塚市・
川西市

稲美町・播磨町・三田市・
猪名川町・明石市

三木市

加古川市・加西市・小野市・丹波篠山
市・加東市・
西脇市・たつの市・姫路市・
高砂市

太子町・福崎町・市川町・
神河町・多可町・朝来市・
丹波市

淡路市・南あわじ市・洲本市・
新温泉町・香美町・豊岡市・
養父市・穴栗市・佐用町・
上郡町・相生市・赤穂市

京都府

京都市・京田辺市・城陽市・
宇治市・向日市・精華町・
久御山町・八幡市・大山崎町・長岡京
市

木津川市
南山城村・笠置町・和束町・宇治田原
町・井手町・京丹波町・南丹市・亀岡
市

舞鶴市・綾部市・福知山市 伊根町・与謝野町・宮津市・京丹後市

奈良県

生駒市・奈良市・斑鳩町・
平群町・三郷町・安堵町・
王寺町・河合町・広陵町・
上牧町・大和郡山・香芝市

川西町・田原本町・三宅町・
大和高田市・橿原市・
葛城市・御所市・天理市

山添村・大淀町・吉野町・
下市町・黒滝村・曽爾村・
御杖村・宇陀市・東吉野村・
川上村・五条市・桜井市・
明日香村・高取村・東吉野村・
奈良市旧月ヶ瀬村・
奈良市旧都祁村

十津川村・天川村・上北山村・下北山
村・野迫川村

滋賀県

大津市・草津市・守山市・
野洲市・栗東市・近江八幡市・
竜王町・東近江市・日野町・
湖南市・甲賀市

高島市・長浜市・米原市・
彦根市・多賀町・甲良町・
豊郷町・愛荘町

和歌山県 和歌山市・岩出市・紀の川市・橋本市

かつらぎ町・九度山町・高野町・海南
市・紀美野町・有田市・有田川町・湯
浅町・由良町・広川町・日高町・日高
川町・美浜町・御坊市・印南町・みな
べ町

田辺市・上富田町・白浜町・すさみ
町・串本町・古座川町・太地町・新宮
市・
那智勝浦町

三重県 伊賀市・名張市
四日市市・鈴鹿市・亀山市・津市・松
阪市

愛知県 名古屋市 左記以外の区域

岐阜県 右記以外の区域
飛騨市・高山市・白川村・郡上市・下
呂市・中津川市・白川町・東白川村

岡山県 岡山市・倉敷市 左記以外の区域

広島県
広島市・福山市・東広島市・尾道市・
三原市

左記以外の区域

東京都　　　　　　　（島しょ部除く） ※２３区内 ※左記以外の区域

神奈川県 ※横浜市・川崎市 ※左記以外の区域

埼玉県 ※全域

千葉県 ※全域

茨城県 ※全域

株式会社確認検査機構トラスト・確認検査業務出張費手数料規程

第一表

※の部分は、大阪本社からの検査出張費です。東京本部からの出張費は第二表参照

¥0 ¥5,000 ¥10,000 ¥20,000

東京都　　　　（島しょ部を除く） 右記以外の区域 奥多摩町、檜原村

神奈川県 右記以外の区域 秦野市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、小田原市
愛川町、清川村、山北町、松田町、開成町、南足柄
市、箱根町、湯河原町、真鶴町

埼玉県
さいたま市、三郷市、八潮市、吉川市、草加市、越谷市、川口市、松伏町、春日部市、蕨市、戸田市、和光市、
朝霞市、新座市、志木市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、所沢市、入間市、狭山市、川越市、鶴ヶ島市、坂
戸市、川島町、上尾市、北本市、桶川市、伊奈町、蓮田市、白岡町、宮代町、杉戸町、幸手市、久喜市

左記、右記以外の区域 小鹿野町、横瀬町、秩父市

千葉県
千葉市、野田市、流山市、我孫子市、柏市、松戸市、白井市、鎌ヶ谷市、市川市、浦安市、習志野市、船橋
市、八千代市、印西市、栄町、成田市、冨里市、酒々井町、八街市、佐倉市、四街道市、

市原市、茂原市、長柄町、長南町、袖ケ浦市、木更津
市、君津市、富津市

左記以外の区域

茨城県
古河市、五霞町、境町、坂東市、常総市、守谷市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、阿見町、牛久市、龍ヶ
崎市、取手市、利根町

左記、右記以外の区域
北茨城市、高萩市、日立市、常陸太田市、大子町、常
陸大宮市、城里町、那珂市、東海村

 第二表　

※東京本部からの検査出張費です。（大阪本社からの検査については、第一表参照）


